
豊川市指定給水装置工事事業者の違反行為に関する処分事務処理要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、豊川市水道事業給水条例（昭和３４年豊川市条

例第１７号。以下「条例」という。）第７条第１項に規定する指定給

水装置工事事業者（以下「指定事業者」という。）の違反行為におけ

る処分について、水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」

という。）、豊川市水道事業給水条例（昭和３４年豊川市条例第１７

号）その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。  

（違反行為の調査等）  

第２条 市長は、指定事業者が違反行為を行ったと判断したときは、

当該指定事業者から違反行為届出書（様式第１号）の提出を求める

とともに、違反行為に係る事実関係の調査を行う。  

（違反行為に対する処分）  

第３条 違反行為に係る指定事業者への処分は、別表第１に基づいて

処分するものとする。  

２ 市長は、前項により処分を行うことを決定したときは、違反行為

処分決定通知書（様式第２号）により、当該違反行為を行った指定

事業者に通知するものとする。  

（違反点数の付与）  

第４条 市長は、指定事業者に別表第２左欄に揚げる違反行為があっ

たときは、当該違反行為の種別に応じ、同表右欄に揚げる違反点数

を、違反行為を行った当該事業者に付すものとする。  

２ 市長は、同時に複数の違反行為が認められた場合には、当該違反

行為の種別ごとの違反点数を合計した点数を付すものとする。  

３ 市長は、前２項の規定により付された違反点数の累計が別表第１

の３の項に揚げる違反点数累計に該当することとなったときは、当

該違反点数累計に応じ、処分を行うものとする。  

４ 違反点数は、当該点数の付された日から２年を経過しなければ消



滅しない。  

（処分後の給水装置工事の施行）  

第５条 市長は、第３条第１項による処分を行なった指定事業者に未

施行又は施行中の給水装置工事があるときは、当該指定事業者以外

の指定事業者に施行させるものとする。ただし、施行中の給水装置

工事について特に必要があると認めたときは、当該処分を行なった

指定事業者に施行させることができる。  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この要綱は、平成２０年８月１日より施行する。  

 （経過措置）  

２ この要綱の施行の目前に指定事業者の違反行為についてされた処

分、手続及びその他の行為は、この要綱中にこれに相当する規定があ

る場合には、当該規定によりされたものとする。  

   附 則  

この要綱は、平成２８年４月１日より施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第３条関係）  

違反行為に対する処分基準表  

処分対象項目 処分事項 

１ 次の各号のいずれかに違反したとき。 

（１） 不正の手段により法第１６条の２第１ 

  項の指定を受けたとき。 

（２） 法第２５条の３第１項各号に適合しな 

  なくなったとき。 

（３） 法第２５条の４第１項又は第２項の規 

定に違反したとき。 

（４） 法第２５条の７の規定による届出をせ 

ず、又は虚偽の届出をしたとき。 

（５）法第２５条の８に規定する給水装置工        

事の事業の運営に関する基準に従った適

正な工事の事業の運営ができないと認め

られるとき。 

（６）法第２５条の９の規定による市長の求 

めに対し、正当な理由なくこれに応じない

とき。 

（７）法第２５条の１０の規定による市長の 

  求めに対し、正当な理由なくこれに応じ

ず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出

をしたとき。 

（８）その施行する工事が水道施設の機能に 

  障害を与え、又は与えるおそれがあると

き。 

 

 

指定の取消し。 



２ 法２５条の１１第１項各号に該当した場   

 合において、指定業者に次の各号のいずれ  

かに該当する斟酌すべき特段の事情がある

とき。  

（１） 届出書類に不備があるが、故意による  

ものでなく、単に過失と認められる場合。 

（２） 給水装置工事主任技術者が不慮の事故  

又は病気等により業務上支障が生じたた

めと認められる場合。  

（３） 給水装置工事の施行に支障をきたした   

  が、故意によるものでなく、その損害が

軽微と認められる場合。  

（４）技術力不足や経験不足により分岐工事  

に支障をきたしたが、その損害が公益性を  

損なわない軽微なものと認められる場合。 

（５）その他市長が特別と認めた場合。  

別 表 第 ２ の 違 反 点 数

による。  

３ 違反点数累計  

 

          ５  

 

 

   

         ２０  

 

         ４０  

 

         ５０  

 

        １００  

 

 

一 定 の 実 績 に お い て

不 具 合 の あ る 給 水 装

置工事とする。  

 

１か月の指定の停止。 

 

２か月の指定の停止。 

 

６か月の指定の停止。 

 

指定の取消し。  



別表第２（第４条関係）  

違反手数基準表  

違反行為の種類 違反点数 

１ 法第２５条の１１各号に該当した場合にお

いて、指定業者に斟酌すべき特段の事情があ

るとき。 

（１） 法第２５条の３第１号各号に適合しなく 

なったとき。 

（２） 法第２５条の４第１項又は第２項の規定 

に違反したとき。 

（３） 法第２５条の７の規定による届出をせ 

ず、又は虚偽の届出をしたとき。 

（４）法第２５条の８に規定する給水装置工事 

  の事業の運営に関する基準に従った適正な 

  工事の事業の運営ができないと認められる

とき。 

（５）法第２５条の９の規定による市長の求め

に対し、正当な理由なくこれに応じないと

き。 

（６）法第２５条の１０の規定による市長の求

めに対し、正当な理由なくこれに応じず、

又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした

とき。 

（７）その施行する工事が水道施設の機能に障

害を与え、又は与えるおそれがあるとき。 

 

 

 

 

    ５ 

 

    ５ 

 

    ５ 

 

    ５ 

 

 

 

    ５ 

 

 

    ５ 

 

 

 

    ５ 



違反行為の種類 違反点数 

２ 無届工事の施行 

（１） 無許可で工事を施行したとき。 

（２） 無許可で公道を掘削したとき。 

（３） 無許可で断水をしたとき。 

（４） 無許可で仕切弁を操作したとき。 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

３ 不正又は不誠実な行為をしたとき。 

（１） 盗水をともなう工事をしたとき。 

（２） 公設、私設の区別なくメーターの不正使 

用したとき。 

（３） 未承認資材等を使用し、粗雑な工事を施 

行したとき。 

（４） 舗装復旧時期の遅延または舗装の復旧状 

態が悪いとき。 

（５） 工事標識を提示しなかったとき。 

（６） 届出書類の提出を怠ったとき。 

（７） 設計図書の不正確なもの。 

（８） 設計図書どおりの工事が施行されていな 

いとき。 

（９）前号各号に揚げるもののほか、市長が不

適切であると認めるとき。 

 

５０ 

５０ 

 

５ 

 

５ 

 

５ 

５ 

５ 

５ 

 

５ 

 

 

 

 

 



様式第１号（第２条関係）

違反行為届出書

      　　年 月 日

豊川市長 殿

所在地

名称及び代表者氏名

電話番号

事業者番号

下記のとおり違反行為を行なったので届け出ます。

記

違反行為の日時

      　　年 月 日

場 所

給水装置工事申込受付番号及び水栓番号

違反行為の内容

給水装置主任技術者氏名及び主任技術者番号

違反行為の至った経過



様式第２号（第２条関係）

違反行為処分決定通知書

       　　年 月 日 

様

豊川市長 氏 名 □印  

下記のとおり違反行為の処分を決定したので通知します。

記

違反行為の日時   
　　       年 月 日

場 所

給水装置工事申込受付番号及び水栓番号

違反行為の種類

違反点数

処分結果

この処分に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日か

ら起算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができま

す。また、この処分の取消しの訴えは、この通知書を受け取った日の

翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（市長が被告の代表

者となります。）提起することができます。


